
・請求書及び添付書類は、所属所の共済組合事務担当課へ提出してください。

共済組合事務担当課が所属所⾧の証明を行い、共済組合へ提出します。

・任意継続組合員は、共済組合へ提出（郵送）してください。（所属所⾧の証明は不要です）


